
東海市告示第２６号 

 

昭和６１年東海市告示第８号（東海市の都市公園の名称、位置、区域及び供用開

始の期日に関する件）の一部を次のように改正し、令和７年３月３１日から施行する。 

 

令和７年３月３１日 

 

東海市長 花 田 勝 重 

                                  

 表加木屋緑地の項中 

「 

同 加木屋町 

雉子野１－１ 

ほか７４筆 

１８．８ 

（２．０ｈａ） 

 平成２５年４月３０日 

（１．０ｈａ） 

平成２６年５月１日 

（１０．３ｈａ） 

平成２７年２月２日 

（５．５ｈａ） 

令和５年１２月２５日 

 を 

                       」 

「 

同 加木屋町 

雉子野１－１ 

ほか７５筆 

１８．９ 

（２．０ｈａ） 

 平成２５年４月３０日 

（１．０ｈａ） 

平成２６年５月１日 

（１０．３ｈａ） 

平成２７年２月２日 

（５．５ｈａ） 

令和５年１２月２５日

（０．１ｈａ） 

令和７年３月３１日 

に改める。 

                       」 


